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第２回南区自治協議会 会議概要 
 

日  時  平成３０年５月３０日（水） 午後３時～午後５時５０分 

 

会  場  新潟市南区役所４階 講堂 

 

次  第  １ 開会 

２ 南区自治協議会委員推薦会議の報告について，委嘱状交付 

３ 議事 

 （１）平成２９年度南区長マニフェストについて 

 （２）平成３０年度南区長マニフェストについて 

４ 報告・連絡事項 

       （１）南区区ビジョンまちづくり計画第２次実施計画の平成２９年度進捗状況に

ついて（地域総務課） 

       （２）部会報告 

       （３）「南区まちづくり活動サポート事業」の実施事業について 

        

       （５）第１回南区教育ミーティングの開催日程について（７月２５日（水））（教

育支援センター） 

       （６）白根大凧合戦の開催について（産業振興課） 

（７）南区管内の主要工事について（建設課） 

（８）その他 

      ５ 次回の全体会の日程について 

             ６月２７日（水）  南区役所 午後２時から 

      ６ 閉会 

 

事前配布資料 

    資料 1-1区ビジョンまちづくり計画実施計画と区長マニフェストについて 

資料 1-2地域（区）における自治の深化に向けて＜区民との協働＞ 

資料 1-3平成２９年度南区長マニフェスト 

    資料２ 平成３０年度南区長マニフェスト 

資料３ 南区区ビジョンまちづくり計画第２次実施計画の平成２９年度進捗状況に 

ついて 

    資料５ 平成３０年度「南区まちづくり活動サポート事業」実施事業一覧 

    資料６ 平成３０年度「まちづくりトーク in南区」の開催について 

    資料７ 南区管内の主要工事について 

     

      

当日配布資料 

    資料４ 部会報告 

    その他資料 平成３０年白根大凧合戦パンフレット 

      

 

出席委員： 斎藤栄樹委員，田村義三郎委員，青木智子委員，小林 誠委員， 

有田正己委員，小林公子委員，鞠子幸一委員，冨井 敦委員， 

笹川和代委員，内城大三郎委員，寺澤和江委員，渡邊喜夫委員， 

小嶋ノリ委員，原 正行委員，渋川博子委員，大那 孝委員， 

山宮勇雄委員，鈴木照子委員，児玉一幸委員，田中容子委員， 

本間智美委員，和泉美春委員，早見真由美委員，小田信雄委員                 
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以上２４名 

 

欠席委員： 山際和美委員，小柳雅弘委員，吉村卓也委員，梅津繁明委員， 

      豊岡博子委員，町屋参吉委員 

 

事務局 ： 渡辺区長，高野副区長，佐藤地域総務課長補佐，藤村地域総務課長補佐， 

岡村地域総務課主幹，宮本同係長，笠原同主査，野田同主事 

 

関係課 ： 内藤区民生活課長，田中健康福祉課長，金澤産業振興課長， 

吉田建設課長，島倉味方出張所長，登石月潟出張所長， 

川﨑南区農業委員会事務局長，長谷部南区教育支援センター所長， 

牛膓白根地区公民館長 

 

報  道 ２名 （新潟日報社，建設速報社） 

傍 聴 者 １名 

 

 

（午後２時００分） 

１ 開 会 

○事務局（佐藤地域総務課長補佐） （配付資料の確認） 

○議長（小田会長） ご苦労さま。少し蒸し暑い中，お集まりをいただきありがとうございます。 

 今日は，新たに寺澤和江委員をお迎えしての５月の定例会である。後ほど，区長より委嘱状の

交付があるが，寺澤委員の活躍をご期待申し上げているので，よろしくお願いする。 

 世の中の動きが非常に分かりにくくなった。何がどうなって，どれとどれがどう結びついて，

そして今に至って，そしてそれがどうなるのだろうということがいろいろな面で分かりづらくな

った。分かりづらいというより，全く分からなくなったという面が多い。目に見えないものほど，

私たちは不安になる。心配になってしまう。年配の者はなおさらのことである。その見えなくな

る動きについていけないことが多々あるものだから，一般の人たちに比べてなおのこと，心配に

なってくる。見えなくなることが逆に価値があるように，それが素晴らしいものだと思われるよ

うな世の中になっている。例えば，毎日，世の中を騒がせている仮想通貨。仮想通貨とは一体何

なのだろうということが，ほとんどの市民の皆さん方は，言葉は知っていても理解に苦しむ。仮

想だから，恐らく目に見えないものである。パソコンや皆さん方大勢がお持ちのスマートフォン

の中でも，インターネットの世界があっという間に，隣近所だけではなく，国内だけでもなく，

世界中，あっという間に通信なり，情報は広まる。そうすると，分からないことの範囲が私たち

の身の回りだけではなく，今や世界中に，しかも瞬時に広がっている。果たして私たちの実体感，

実体温というのは，どこにどのように感じられているのだろうか。 

 今の南区，私どもの旧白根市や旧味方村，月潟村が，旧新潟市と合併をするときに，おのおの

の役所や役場にお勤めの職員の皆さん方は，行政の制度やしくみやさまざまな料金や，これをお

よそ６００近い項目にしたがってすり合わせをした。そして，ほぼ旧新潟市の条件に統一をして，

政令市新潟へ移行した。合併の如何を問う住民へのアンケートなり，投票のときに，旧新潟市と

私たち，僕たちの町や村がどの点が優れているか。どの点が劣っているかの評価を求められたこ

とがあったし，その数値が発表になった。私の旧白根市では，旧新潟市よりも優れていると評価

をしたのが，たしか３８項目しかなかった。あとの大半が旧新潟市のほうが優れているという評

価で合併に踏み切った。果たして，住民の実体感，体感温度や体温はそこに本当にぬくもりを感

じた結果，大多数が新潟市のほうが優れていると判断したのだろうか。もちろん個々によって感

じ方は違うと思う。数値や見えない世界での流れだけで，市民や区民の体感温度を計ることは，

難しい点も多々ある。私たち，この自治協議会の会議は，バーチャルの世界のみの追及ではなく

て，地域の皆さん方や区民一人ひとりが現実の体温として，体感として，どのようなことをお感

じになっているのか。あるいはどういうことを求めているのかということを真剣に討議をする。
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そして，区と新潟市と共同で，それの実現に向けて精いっぱい努力をする。これが私どもの仕事

である。実体温の変化を如実にやはり私たちはバーチャルではなくて，求め続けていかなければ

ならないだろうと思っている。 

 本日の会議の主要論議は，すでにお手元の資料の中にご案内を差し上げたとおり，平成２９年

度の区長マニフェストに対する反省の評価をいただく。その評価について，委員の皆さん方から

盛んに各方面からのご議論をちょうだいし，そして平成３０年度のマニフェストについても，ま

た同じ観点でご意見をちょうだいすることになっている。 

 昨年度後半からであったが，ようやくこの評価，私たちが私たちの感覚で行政が今，進めてい

ること，区長を中心に区が動いていることについて，どう評価をし，あるいは至らないところは

新たな加点として区に求めていくのか。この会議をスタートさせることができた。 

 本日は，平成３０年度の第２回目である。今年度もまたこの動きを継続しつつ，年度末を迎え

たいと思っている。こういう全体での会議のみならず，各部会でさらにおのおのの専門の部分に

かかわることをご協議お願いすることになっている。三つの部会の会長からは，快くこの点につ

きましてはご了解をいただいているので，６月からの部会でなおかつ区長のマニフェストについ

て，あるいは区の進めている現在の方針について，忌憚のないご意見をちょうだいできればと思

っている。 

 本日は，盛りだくさんな会議内容が用意されている。終わりには，顔合わせの会も計画されて

いるので，会議がスムーズに，しかも濃密に進むことを祈念して，開会のごあいさつとさせてい

ただく。 

欠席者の報告 

傍聴者の報告（所定の手続きを経て，傍聴していることを報告） 

 

２ 南区自治協議会委員推薦会議の報告について，委嘱状交付 

○議長（小田会長） 次第第２南区自治協議会委員推薦会議の報告についてを議題とする。まず，

推薦会議の鈴木座長から報告をいただく。 

○鈴木委員 南区自治協議会委員推薦会議座長を務めている鈴木照子である。どうぞよろしくお

願いする。 

 南区自治協議会委員推薦会議の報告を申し上げる。平成３０年４月２７日付で，南区連合保健

会選出の田辺静子委員から辞任の届け出があり，同会より同日付で後任に寺澤和江氏の推薦があ

った。寺澤和江氏の市長への推薦について，南区自治協議会委員推薦会議運営要綱第８条第１項

の規定により，委員推薦会議座長の専決処分を行ったことをご報告申し上げる。 

○議長（小田会長） なお，新潟市の区自治協議会条例施行規則第４条第５項の規定では，委員

の推薦に関し，区自治協議会があらかじめ議決により指定した事項。つまり団体選出委員が任期

途中において欠けた場合，後任の団体推薦委員の市長への推薦については，推薦会議の議決をも

って自治協議会の議決となすと取り決められている。すでに寺澤委員については，市長への推薦

を行い，寺澤委員は平成３０年５月１日付で市長からの委嘱が決定しているので，このこともあ

わせて委員各位にご報告申し上げる。 

 ただいまの報告について，ご質問があればご発言いただきたい。ないようなので，ただいまか

ら委嘱状の交付を地域総務課からお願いする。 

○事務局（高野副区長） 委嘱状の交付に入る。渡辺区長から寺澤委員へ委嘱状の交付を行う。 

○渡辺区長 委嘱状，寺澤和江様。南区自治協議会委員に委嘱する。委嘱期間は平成３１年３月

３１日までとする。平成３０年５月１日，新潟市長篠田昭。よろしくお願いする。 

○議長（小田会長） 恐れ入るが，寺澤委員，自席からでけっこうである。一言ごあいさつをち

ょうだいする。 

○寺澤委員 私，こういう場席は初めてである。南区連合保健会の寺澤和江である。どうかよろ

しくお願いする。 

○議長（小田会長） 寺澤委員，本会の会場においては，発言は全く自由である。どうか常日ご

ろの寺澤委員の活動を通じてお感じになったこと，あるいは市民生活をお過ごしの中でお感じに

なったことを堂々とこの場でご発言いただきたいと思う。ご活躍を期待している。 



 4 

  

３ 議事 

（１） 平成２９年度南区長マニフェストについて 

（２） 平成３０年度南区長マニフェストについて 

○議長（小田会長） 続いて，次第第３（１）平成２９年度南区長マニフェストについてと（２）

平成３０年度南区長マニフェストについて，関連があるので一括して渡辺区長，高野副区長から

説明をいただく。まず，高野副区長お願いする。 

○事務局（高野副区長） 地域総務課の高野である。 

 平成２９年度区長マニフェストについて，区長がご説明申し上げる前に，若干時間をちょうだ

いして区ビジョンまちづくり計画実施計画と区長マニフェストの関係性，また区長マニフェスト

への意見聴取の趣旨についてご説明申し上げる。 

 資料１－１の１，区の取り組み全体イメージ図である。これは区ビジョンまちづくり計画実施

計画と区長マニフェストをはじめとした行政の取組み，体系についてをイメージしたものであ

る。一番左にある「にいがた未来ビジョン」は，市のまちづくりの理念・目指すべき都市像を設

定した総合計画，最上位計画である。また，そこには各区の目指す将来像，姿を記載した区ビジ

ョンの基本方針が定められている。市の最上位計画であるにいがた未来ビジョンに基づき，区の

まちづくりの方針を明らかにし，その方針を実現するために必要な政策，施策を定めているもの

が中ほどにある「区ビジョンまちづくり計画」である。これらの計画は，平成２７年度を初年度

として，８年間の計画期間となっている。イメージ図の右側にある区ビジョンまちづくり計画実

施計画，区長マニフェストについては，この区ビジョンまちづくり計画で示す方向性を受け，そ

れを具体化するため，特に区役所が重点的に取り組む事項を工程や数値目標を設定しながら明文

化し，記載したものとなっている。 

 次に，２比較表をご覧いただきたい。これは実施計画と区長マニフェストの性格の違いを示し

たものである。まず，位置づけである。実施計画は，区ビジョンまちづくり計画を推進するため，

２年間の具体な取組事項を記載したものとなる。こちらは平成２９年度が第２次実施計画の初年

度，平成３０年度が最終年度となっている。一方，区長マニフェストは，区長が区役所組織の長

として，１年間という短期間の中でどのようなことを重点的に取り組むかを記載した，いわば区

長の公約，目標になる。取組みの期間であるが，実施計画が２年間で工程管理，ローリングを行

う。区長マニフェストは１年間で工程管理を行う。特徴としては，実施計画が複数の事務，事業

を総合的，網羅的に記載しているのに対して，区長マニフェストは１年間の中で成果を出す事業

を特に選択的，集中的に記載している。以上が，区ビジョンまちづくり計画実施計画と区長マニ

フェストの全体像，違いである。 

 続いて，資料２－１が平成２９年度区長マニフェストについて，今回の自治協議会委員の皆様

からご意見をいただく趣旨について記載している。本市では，市民力，地域力により，地域自治

を推進するためにいくつか取組みを行っている。資料に書かれている区政運営にかかる評価の仕

組みづくりもその一つであり，さらなる協働の推進のため，区政運営にかかる区の評価に対して

ご意見をいただくものである。 

 左側にある対象，区の重点的取組事項である区長マニフェストについて，表の右側定義にある，

区の自己評価についてご確認いただくとともに，改善すべき点などについてご意見をちょうだい

するものである。流れについてご説明する。下段のスケジュールをご覧いただきたい。昨年５月

の自治協議会において重点的取組事項，区長マニフェストについてご説明した。そして今回，今

年の３月に区が自己評価を実施したものについて，自治協議会の皆様からご意見をいただき，今

後の効果，効率的な事業実施の参考とするとともに，次年度予算の参考に活かしていくものであ

る。 

○議長（小田会長） 続いて，渡辺区長より平成２９年度マニフェストについて，お話をいただ

く。 

○渡辺区長 私から区長マニフェストということでご説明させていただく。資料１－３をご覧い

ただきたい。 

 まず，マニフェストという欄の下段に四つの重点的に取り組む内容について，１から４。ひと
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とひとがふれあいから大凧が舞いまでの４点ある。その中で，一つ目，ひととひとがふれあい，

安心していつまでも暮らせるまちづくりを目指すということの現状（課題）だが，南区において

は，自主防災組織については，市内でもトップクラスの結成率になっているということである。

災害時の安心安全のために，地域の防災力をあげるためにいろいろな取組みをしていこうという

ことである。現状（課題）の下段だが，在宅医療の支援体制についての整備が今，求められてい

るということである。子育て中の保護者が孤立化，育児不安・ストレスなどの問題が発生してい

る状況が現状である。あとは障がい者の就労環境は非常に厳しい状況にあり，課題があるという

ことである。これを解決するために，どんなところに取り組むかということだが，課題解決策と

して，災害発生時，実行力を高めるために，避難所の運営マニュアルを見直す。さらに災害が起

きたときの対応のために，実際に伝達訓練も含めて，全市一斉の防災訓練を実施するというよう

なことが課題解決につながるのではないかということでやってきた。 

 今まで，コミュニティ協議会の要望事項は，地域に出向いてお話をさせていただいていたが，

基本的にこの地域要望というものが，約９５パーセントが建設課に関する要望でもあるというこ

ともあったので，南区ではいち早く，昨年度から地域応援団を作って活動している。これによっ

て地域の皆様と顔を向き合って，実情を把握して，地域の皆様と優先順位を決めていくことを昨

年度から始めたところである。 

 空き家の状況というのは各地域で大変な状況であるということは，皆さんご存じだと思うが，

空き家の対策のために，まずはデータを取ろうということで，昨年度からデータを取り始めた。

そういうところも一つ目標としてやっていこうということである。 

 コミュニティ協議会，保健会に大変お世話になっているが，やはり南区における健診率が低い

という状況でもあるので，ぜひこれを数年目標で，合併前の健診率が約３９パーセントだったも

のを，そこまでまず上げようということである。そのために「はかろう体重！大作戦」，ミニド

ック型の健診の受診率向上に取り組んでいる。 

 主な取組みとしていくつか記載してあるが，これについては後で細かく説明させていただく

が，この取組みについては，マニフェストで掲げた７項目に対して達成したものが６であった。

詳しいことは申し上げないが，後でまた細かい数字をもって説明したいと思う。 

 次に２，誰もが快適に移動できる交通の利便性が高いまちを目指そうである。ご存じ南区にお

いては，軌道系の交通機関がない。何と言ってもバスによる移動を皆さんにお願いしているわけ

だが，これについては区バス，住民バス等の充実が必要だということで，なかなか解決には時間

がかかるため，バスの乗車率を高めていくことが課題と考えている。解決策として，国道８号線

を基軸として，区内中心部等にアクセスの機能，路線相互の乗り換え機能を高めていこうという

ことである。 

 今，白根バイパスが来年の３月に開通する。それに合わせて８号の利用形態をどうしていくか

ということが非常に大きな課題となる。記載してあるとおり，何度も私どもで申し上げたが，こ

の跡地利用については，南区の創生会議というものを作らせていただいて，そこでいろいろな検

討をしていただいている。 

 このために主な取組みとして３点ほど挙げさせていただいている。達成状況であるが，三つの

目標のうち，達成したのは二つという状況である。区バスについては今年から２台のノンステッ

プバスが更新された。利便性を高めるためのダイヤとなるよう改善を図っていきたい。 

 次に，３，農商工の連携が，新たな活力を生み出すまちづくりを目指すである。南区において

は，チューリップの切り花の生産量が日本一だったり，ル レクチエの生産量が日本一だったり，

非常に農業が盛んな区でもある。アグリパークもあるが，農業体験を充実させていこうとか，安

心安全な食を提供していこうとか，そういうところが重要だろうということ。生産していくとＢ

品，Ｃ品が出てくる。こういうものも活用して，６次産業化をできるだけ進めていこうというこ

とが，現状の課題である。 

 あとは白根仏壇等が，年々仏壇の需要が減ってきているという状況もあるので，そういうとこ

ろで，仏壇等の伝統工芸をどうやって継承していくのかということも一つの大きな課題でもあ

る。以上が現状と課題である。 

 課題解決策として，先ほど申し上げた６次産業化を進めていくことはもちろんのことだが，こ
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の地元で，合併建設計画で設置した農業活性化研究センター，アグリパーク内にある食品加工セ

ンターを十分活用して，技術の展開につなげていこうということである。 

 平成２８年３月に，国家戦略特区の南区でもＪＲファームが設置されて，酒造米が作られるよ

うになった。こういう特区の規制緩和を使って事業を展開するといったことも増やしていく必要

がある。南区は，果樹産地でもある。桃，梨の剪定枝等がいっぱい出る。それを燃やして住民か

ら苦情をいただいていることもあるので，ぜひ新しいエネルギーとして使えないかという研究も

やっていく必要があるだろうと思っている。 

 主な取組みとして，それに記載の六つの取組みについて取り組んでいこうということだが，こ

の中で目標設定した数が４，達成数としては３である。 

 次に，４番目，大凧が舞い，獅子が跳ね，ル・レクチェが実るまちを目指すである。この辺に

ついては，やはり昔から言われているが，新潟県は宣伝下手だということもあるので，いろいろ

なあらゆる手段を使って，この南区を多くの方々に伝えていこうということである。そのために

主な取組みとして，五つの取組みを行ったということだし，主な取組みの指標の設定数は四つ。

達成したものは三つということである。細かく目標数値の指標を申し上げると，Ａ３のものを見

ていただければと思う。 

 まず，１番目の項目は，先ほど申し上げたように未達成の部分が６番目になる。ミニドック型

健診の実施ということで，２年未受診者を４００人予定していたが，結果として約半数の方しか

受けていただけなかった。これについては，保健会の皆さんも，コミュニティ協議会の皆さんも

非常にがんばっていただいたが，残念ながら，なかなか目標達成しないという状況であり，この

部分については，引き続き，先ほど，私が目標としてあげる３９パーセントを目指して頑張って

いこうということである。 

 上から簡単に申し上げるが，総合防災訓練については，平成２７年度から始めたが，昨年度は

１，８５５名の参加をいただいているし，空き家のデータについては２４０ある自治会からデー

タをいただき，昨年度１２７の自治会からデータをいただいたところである。一応，今年度につ

いては後で申し上げるが，２４０すべての皆さんからデータをいただき，対策を考えていこうと

考えている。先ほど申し上げた地域応援団が皆さんのところに入っていって，いろいろな話を聞

くということで，各コミュニティ協議会２回ずつ入っていこうということだし，今，地域包括ケ

アシステムの構築と言われているが，地域でお年寄りを支えるということが非常に重要であると

いうことで，地域の茶の間の件数を増やしていこうということである。目標については５４だっ

たものが５８ということで，皆さんからご協力いただいたと感謝申し上げる。 

 定住人口を増やしていくためには，子育ての充実が必要だということもあり，子育ての支援リ

ーダーを増やしていこうということで，これを育成していくことはなかなか難しいということだ

ったが，何とか１名増やすことができたということである。 

 ６は先ほど申し上げたとおりだし，障がい者支援の関係だが，せっかく障がい者の施設で昨年

からパンを作っていただいて，例えばイオンや，この市役所でも販売いただいているし，障害施

設でいろいろな６次産業化に取り組んでいただいているので，そういうところの販売する場所を

増やしていこうということで，とりあえずは１６の販売箇所の設定ができた。 

 ２については，区バスの乗車人数である。これについては目標を達成することができたし，デ

マンドタクシーとしての乗合タクシーの利用者数も目標をほぼ達成することができたというこ

とである。先ほど申し上げた地元の皆さんから，地元の活性化のために考えていただこうという，

南区創生会議の会議も，皆さんの協力によって多く開催された。次の建設課のところだが，これ

はなかなか国の関係もあり，３月中までに間に合わなかったということもあるが，とりあえず今

年度中にはできるということで考えているし，提言書の提出については，国に提出ができなかっ

たということで，おおむね達成になっている。 

 １０，上半期でできるだけ早く工事を発注して，できるだけ老朽化対策をやっていこうという

ことだが，一応，７８パーセント，上半期で工事発注することができたということである。 

 ３の１１だが，やはりビジネスが農業，農産品や地元農産品を売っていくことが必要だという

ことで，昨年度，ビジネスプランコンテストを実施させていただいた。２年間，平成２８年度，

平成２９年度と実施してきたが，一応，成果としては，平成２９年度は７８件の応募があったと
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いうことだし，白根仏壇の新しい品物，仏壇だけではなかなか難しいということで，新しいお土

産品を作ろうということで２品，開発をしたという状況である。 

 その下については，先ほど申し上げた農業特区の規制緩和を受けていただこうということで，

いろいろ働きかけており，一応，２件くらいのお話をいただいているので，これから最終的には

どのような形になっていくかということで，これから調整を進めていく。 

 １３，資源循環という意味で，たい肥を田んぼに蒔いていただき，資源循環をしていこうとい

うことだが，この春の大雪でなかなか田んぼに蒔けなかったということで，なかなか達成ができ

なかったということである。大水を防ぐ意味で，田んぼにダム機能を持ってもらうということで

やっているが，土地改良区の皆さん，それから農家の皆さんからの協力も得て，目標を達成する

ことができた。これもおおむね達成ということである。 

 １４，目標として中心商店街の空き店舗を活用した出店を目指そうということで，目標として

２店舗掲げていた。一応，２店舗達成をできたということである。 

 ４の１５については，やはり報道関係の方も今日，いらっしゃっているが，報道するためには

いろいろな種を作っていかなければならないということで，つまりいろいろな企画をして情報提

供していこうということで，各報道関係に情報提供した棚入れ件数が５６件と目標を倍くらい上

回ることができた。 

 ツイッターのフォロワー数については，目標１，２００件に対して，１，４５２人からフォロ

ワーになっていただいているということで，これについても達成できたのではないかと思ってい

る。まちあるきの開催件数だが，目標を上回ることができた。１７，今まで観光協会の事務局は

市が持っていたが，昨年度このホームページのアクセス件数，フェイスブックのフォロワー数と

もに増えている。 

 １８については，笹川邸，大凧と歴史の館の人数を増加させようという目標を立てていたが，

やはり団体旅行が非常に減ってきている。団体旅行から個人旅行に移ってきているという状況も

あり，約８割程度の入館者しか入っていただけなかったということで，これについてはさらに今

後，厳しくなっていくのではないかと思っている。そのためにどういう魅力をつけていけばいい

のか，どういうプロモーションをしていけばいいのかということは，また今年の中で考えていこ

うということである。平成２９年度については以上である。 

 次に，資料２，平成３０年度のマニフェストである。マニフェストの内容１から４は変わりな

い。１の現状と課題もほぼ変わっていない。課題解決として，平成２９年同様，自主防災組織に

ついては，働きかけをして，自主防災訓練等も皆さんから多く出ていただくように働きかけてい

こうということである。地域応援団については目標としてあげていないが，昨年度，各コミュニ

ティ協議会の皆さんとお話しして，ある程度，道筋ができたということで，マニフェストには上

げていないが，引き続き地域応援団と各コミュニティ協議会との意見交換はやらせていただこう

ということである。 

 先ほど申し上げた，ミニドック型健診についても，昨年は「はかろう体重！大作戦」が約１万

枚のチラシを撒いて，実際に参加いただいたのが４００人程度であった。それはやはりミニドッ

ク型健診，健診率を上げていくためには，いろいろな手，健診を受ける前に自分の健康について

意識を持っていただかなければならないということもあるので，引き続き，これについては平成

３０年度の重点事項としてやっていきたいということで，今年はコミュニティ協議会，保健会，

あわせて各企業にお願いにあがろうということで考えている。 

 取組みについては，ほぼ昨年度と同じである。 

 ２，ほぼ昨年と同じ現状なので，今後は，国道８号のバイパス完成に伴って，どのようにこの

まちなかの活性化を図っていくかということが非常に課題である。これについても，皆さんにも

お伝えしたと思うが，６月１０日の凧合戦のお祭り広場でマルシェをやっていただくことになっ

ているし，７月２９日に白根のまちなかでマルシェをやろうという計画があるそうなので，そう

いったことも踏まえながら，この空間の利用について考えていきたいと思っている。 

 ３については，引き続き，安心安全な食品の生産に取り組むということもあるし，やはりアグ

リパークは，せっかく白根市の合併建設計画として作ったものである。その活用を高めていくこ

とが非常に重要だと思っているし，農業体験を子どもたちにしていただく。それによって情操教
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育につなげていくということもやっていきたいということである。課題解決策のところを見てい

ただきたいのだが，先ほど申し上げたビジネスプランコンテストやお土産コンテストというもの

で２年間，表彰をさせていただいた。ただ，やはり３年目には，これを何とか製品化しようとい

うことで，今年はここに力を入れようということである。まずは，今回のお土産品コンクールで

もそうだったが，やはりそれを販売していかないとだめだということで，販売方法についても，

いろいろな関係団体，新潟市にはＩＰＣ財団，県にはＮＩＣＯという財団があるので，そういっ

たことを連携しながら商品を販売していく予定にしている。特にル レクチエは南区の宝である。

発祥が茨曽根地区から出たということで，やはりこの付加価値をもっと高めていかなければなら

ないということで，今年の６月にはル レクチエの水が販売される予定になっていることは申し

上げたとおりであるが，将来的には新潟県にいろいろ，外国人を含めていろいろな人を呼んでい

こうというＪＲ東日本のデスティネーションキャンペーン（以下「ＤＣ」）というものが来年か

ら開催される。９月から新潟ＤＣのプレイベントが開催されるので，それに合わせてル レクチ

エの水を販売していこうということで考えている。あとは仏壇の活用についても，がんばってい

かなければだめだと思っている。 

 ４については，皆さんご覧になったかどうか分からないが，フェイスブックをご覧いただくと，

角兵衛獅子というのは，非常に歌舞伎につながっている部分や新潟の芸妓文化で踊りを教えてい

る市山七十郎さんがいらっしゃるが，この方のインタビューをしながら角兵衛獅子のすばらし

さ。これがいろいろなところに影響しているというところが，南区の観光協会のフェイスブック

に載っているので，ぜひ後でご覧いただければと思う。今後やはり角兵衛獅子のすばらしさをよ

り多くの方に知っていただくように，がんばっていきたいと思っている。さらにＳＮＳを活用し

たフェイスブック，ツイッターなどを通じて，この南区の魅力を大いに伝えてまいりたいと思っ

ている。 

 あとは区内の文化施設，最近，来場者が激減しているというところもあるので，これをどうや

って増やしていくかということは，ひとつの私どもの大きな課題でもあるだろうと思っている。

それを受けて，皆さんお手元の今年度の指標。マニフェストとしてあげた取組みの指標の一覧表

Ａ３判がついている。ご説明させていただくが，まずは総合防災訓練の参加者数をまず２，００

０人目指そうということである。やはり各地域でやっていただいていることは非常にありがたい

と思う。ただ，実際のときは区が中心となって伝達をしなければならない。支援に行かなければ

ならないということがあるが，できれば今年の１１月４日に予定しているので，ぜひ皆さんから，

もし可能であれば，全区一斉の防災訓練に参加いただければと思う。それぞれの地区によって状

況が違うので，地区の防災組織としてやっていただくのは非常にありがたいと思うが，もし可能

であれば，ぜひ一斉に参加をしていただき，伝達訓練をしていただければと思う。自主防災組織

は２３組織あるが，これについても訓練をしていただこうということである。これも先ほど申し

上げたが，次，空き家データを全部把握しようということなので，２４０に近いすべて今年度で

終了すると。上半期程度で２４０のデータがまとまると思う。この２４０のデータを使ってどの

ように活用していくのか。どういう対策を講じていくのかというところを年度内に一応，方向性

を出していこうということである。 

 ミニドック型健診については，残念ながら先ほど申し上げたように，半分程度の参加率であっ

たということもあるので，今年，あえて５００人を目指そうということである。やはり健康に興

味を持っていただくということで，先ほど「はかろう体重！大作戦」の話も申し上げたが，あと

は血管年齢測定を皆さんからやっていただこうという目標を持っている。 

 ３地域の茶の間の設置件数である。これについては，昨年５８という実績だったが，今年は６

４を目指そうということである。ただ，これについては月１回程度の茶の間の状況である。一応，

今年，１地区だけ介護保険の対象になる総合事業に取り組んでいただく地区が出てきそうだと聞

いているので，これからも総合事業に取り組めるようなものを増やしていきたいと思う。とりあ

えずは地域の茶の間６４件を目指してがんばっていきたいということである。 

 先ほど申し上げた子育て支援リーダーの１名増だが，非常に子育て支援リーダーを育成するの

は難しいというところもあるし，これについても１名，何とかもう１名増やして，子育て支援リ

ーダーを増やして子育て支援をやっていこうということである。 
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 障がい者の作った６次産業化したものをさらに販路を拡大していこうということで，今，イオ

ンでも一生懸命売っていただいているし，これからはできるだけ障がい者の方々が作ったもの

が，すべて売れるような形で取り組んでいきたいと思っている。 

 ２，区バスの関係である。昨年は，たまたま増えていたが，やはりなかなか区バスについては

乗っていただけないという状況もある。これについては，収支率が３０パーセントを割ると廃止

の方向で検討されるということなので，私たちも非常に危機感を持っている。今年については，

昨年並みの目標を持ってやっていこうということである。創生会議についても，同じくらいの会

議を開きたいと思っているし，建設課の上半期の発注状況についても，昨年度位を目指してやっ

ていきたいということである。 

 ３の９，先ほど私も少し申し上げたが，今年は商品化できるものをいっぱい作っていこうとい

うことで，一応，昨年度，応募をいただいた中から五つの個人，団体から商品化に向けてがんば

っていただこうということで，実際に販売していただこうと思っている。そういうものも区とし

ても，いろいろなＰＲをしながらやっていく必要があるということで，プロモーションの回数も

目標にさせていただいている。 

 先ほど申し上げたように，残念ながら目標達成できなかったたい肥散布であるが，来年は，今

年のような雪にならないことを祈りながら１００パーセント達成できるようにがんばっていき

たいと思っている。田んぼダムについても，やはりこれが南区にとっては，田んぼダムがしっか

りと維持されるか，水を貯めることができるかということで，災害，大雨が降ったときの貯水機

能を持っているわけだから，これについても関係者の皆さんと一緒になって，田んぼダムの面積

を増やしていこうということである。 

 昨年度まで中心商店街を中心にやっていた１２番であるが，今までは空き店舗をいろいろ活用

していただいた方もいらっしゃる。これはやはり空き家を調査していく中で，いろいろな空き家

が見つかっており，空き店舗も見つかっている。これを何とか活用できないかということで，例

えば，今，月潟地区に前の映画館の場所があったというところもあるが，ああいうところも一緒

に活用できるのではないかという話も出ている。そういったところから，商店街ばかりではなく

て，今，使われていないものをどうやって活用できるのかというところも含めて検討していきた

いと思っている。 

 ４，棚入れ件数については，もっとがんばってやっていこうということだし，私の公募区長と

して，昨年，目標としてあげたのは，当初，８００件だったツイッターのフォロワー数を倍にし

ていこうということを今年中に達成していこうということだし，ホームページのアクセス数につ

いても，今年以上に上げていきたいと思っているし，フェイスブックのフォロワー数についても

徐々に増えている。これはちょうど，凧合戦の関係も一緒になっているので，この時期が非常に

多くなるが，冬の間，落ちるのだが，とりあえず１，６００人のフォロワーは維持していこうと

いうことである。あとは笹川邸と大凧の館の入館者については，今年がたまたま水と土の芸術祭

があるので，市民プロジェクトというものがあり，そこでもいろいろ動いていただけそうな感じ

もあるので，相乗効果をいただきながら，最低２万５，０００人くらいは確保していきたいと思

っている。以上，平成２９年度，平成３０年度のマニフェストについてご説明させていただいた。 

○議長（小田会長） 少し時間を要してしまったが，大事なことなので委員各位からいろいろな

観点からのご意見をちょうだいする。すでに昨年度，このマニフェストのことについては，２回，

会議を進めてきたので，感覚的にご理解をいただいている方が多いかと思う。そして，区ビジョ

ンについても，ご自宅でさまざまな観点からご覧になったことと思うので，昨年よりも皆さん方

の細部の議論をご期待申し上げている。 

 今，高野副区長，渡辺区長からお話をいただいた。平成２９年度，南区長マニフェストについ

て，同じく平成３０年度のマニフェストについて，皆さん方のご意見をちょうだいする。平成２

９年度については，細部１８項目の設定をして，そのうちの一つが未達。おおむね達成が３項目，

１４の項目が達成と評価をいただいた。そして，平成３０年度は少し設定数が減り，１５の項目

についてお示しをいただき，今，区長からお話をちょうだいした。このことについて，果たして

妥当な評価であったか，あるいは観点は正しかったのか。皆様方の忌憚のないご意見をちょうだ

いする。 
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○渡邊委員 まず，平成２９年度の１の６を見ていただけるか。区民の健康づくりへの関心を高

めるということで，数値が出ている。指標，平成２８年度実績，平成２９年度目標，そして平成

２９年度結果と出ている。平成３０年度の同じ項目を見ていただけるか。１－２である。少し数

字が違うみたいなので，私のほうで目を見るのがおかしくなったのかなという感じがしたが，こ

の差異について説明をお願いできればよろしいかと思う。 

○田中健康福祉課長 健康福祉課長の田中という。この４月から着任した。よろしくお願いする。 

 今のご質問だが，平成２９年度と平成３０年度のミニドックの健診の違いということなのだ

が，平成２９年度においては，２年未受診者数ということでやっていた。平成３０年度について

は，結局，受診者ということは，２年未受診であろうと何だろうと，要は受診率が上がるという，

受診数が大切だということで，今回から２年未受診者に限定せずに受診した数ということでの設

定をさせていただいたために数字が違うということだ。 

○渡邊委員 それでは，平成２９年度に比べて平成３０年度は計測数値の基準を変えたというよ

うに理解していいわけか。 

 平成２９年度をさっと見て，細部も自分なりに見たつもりだが，おおむね妥当な評価がされて

いるのではないかと思う。ただ，先ほどお話があったように，いわゆるミニドックの数値を今後

ともより一層上げていただかないと，相変わらず健康福祉関係の問題もあるかと思うが，高齢化

に対する病床数の不足など，いろいろな意味で影響を受けるので，引き続き，十分にがんばって

いただきたいと思っている。 

 それと平成３０年度は項目数をよくよく見ると集約されている部分もあって，中身的にはこん

なものかと理解した。そういう意味では，平成３０年度にかけては，平成２９年度以上にまたハ

ードルが高くなると思うので，区長をはじめ各関係者の皆さん方，一段と目標達成に向けてお願

いできたらありがたいなと。私は，簡単に申し上げたが，以上の所感を受けた。 

○議長（小田会長） ほかにご意見をいただきたいと思う。各部会の中での議論を踏まえてでも

よろしいし，関係の団体からも委員がおいでになっているので発言をお願いする。 

○山宮委員 資料１－３が非常に分かりやすいと思って見せていただいた。９９パーセントのほ

ぼ達成とは素晴らしい成果が出たと思って見ているが，私らの団体や地域で目標など達成できな

いものが多い。これだけ９９パーセントおおむね達成というのは素晴らしい数字になっていると

思って見た。 

 その中で，私は社会福祉協議会の立場であちこち行っていろいろ聞いた点からご意見を申し上

げたいのだが，包括ケアシステム支え合いのしくみづくりというものをこの間，二，三年みっち

りやってきた。私の隣の鈴木さんが１層の推進員なので，鈴木さんの前では少し言いづらい部分

もあるが，実は２層の部分が何も見えないじゃないかというご意見をいただいている。先ほどの

お話を聞いたら，地域の茶の間に特化しているような感じはして，地域の茶の間だけを取り上げ

れば，確かにこういった部分で数値が出る。地域の茶の間というのはほとんど昔からある取組み

の中の延長線上が成果になっていると見ているが，新たな部分というものをどうやっていくかが

非常に難しい。私が今までいつも言っているのは，新たなものよりも古い，今までやってきたも

のを何とか支援していただきたい。こういうことをいつも申し上げているが，新たなものをとい

うところでいくと，支え合いのしくみづくりというものが新たなものになっている。これが平成

３７年までを目標に作るのだということで，準備会は相当やった。推進員の配置が終わってから，

その後の取組み状況というのは全く見えてこないのが実情だと思っている。支え合いの仕組みと

いうのは，いろいろな部分があって，地域に特化した地域の取組みが必要だということで，地域

で話し合いをしてということになっているが，地域にはまだ降りていないものが多いのではない

かと思っている。こういう心配な点があるので，行政のほうから相当な力を入れてもらわないと，

なかなか動かないのではないかと心配していたが，今年１年，第２層の取組みもやってきたが，

まだまだ緒に就かない状況がある。課長も替わられたので，先日，味方コミュニティ協議会の中

で，またそんな話も出たが，どうやって２層の部分の仕組みを作るのかという部分で，何とか地

域の茶の間だけということにならないように，ひとつ工夫をしていただきたい。尻をはたいてい

ただきたいと思うが，なかなか行政のバックアップがないと，地域で動けといわれても動かない

のが実情だと思う。その辺だけご検討をお願いしたいと思う。 
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○議長（小田会長） 今，大変貴重なご意見をいただいた。今の山宮委員のような観点で，皆さ

ん方からご議論をいただきたい。９９パーセントはこちらが評価したことだから。 

○鞠子委員 今，山宮さんがおっしゃったように，それに関係する話をさせていただく。５月２

２日に本庁の方で住民主体の生活支援運営団体情報交換会ということで，ここに私ども大通は思

いやりネットという形でやっているので参加した。５月２２日に行われた中で，新潟市住民主体

の訪問型生活支援実施要綱というものがあり，これが当日配付された。これは，私が情報交換会

に行ったからもらえたのであり，なぜこれが本庁から南区の健康福祉課を通じて私どもに来なか

ったかということが一番おかしなところではないかと思う。あくまでも呼ばれたからもらえたの

だったら，呼ばれなかったら私はずっとこの要綱が分からない。１年前に作ったと言っている。

この要綱の中は，当然今，世間で，新聞でもうたわれているように，介護保険が国の財政が厳し

いから，介護の支給の下は，地域の人がお手伝いをしろというような要領書になっている。だか

ら，どうも発点が，本庁が主体なのか，南区に落ちてきて主体なのかということがよく見えない。

だから２層や私どもが実践でやっている部分がどう身動きしていいのか分からない。そこにしつ

こいようだが，２２日にやったときに，西区やほかの地域から６団体か７団体の人が来ていて発

表していたが，やっていることは私どもがやっていることとほとんど中身は変わらないのだが，

どうもその辺のルートがおかしいのではないかと思うので，その辺はもう少し積極的に南区が本

庁とコミュニケーションを取って，こちらに流していただけるのが筋ではないかと思うというこ

とが一つ。今後，その辺については改善をしていただきたいというお願いである。 

 先ほど，渡邊委員が言ったところだが，平成２９年度の健康診断の未達成の部分だが，平成３

０年度もやることは同じという内容で書いてある。平成３０年度もやることが同じだったら，ま

た同じ結果になるのではないか。やはり問題点は何だったかということをもう一度開いて，ここ

でこういうアイテムは自治協議会のここにいらっしゃる皆さんに，こういうアイテムで，こうい

うものが問題だったのだから，何かいい知恵はないかみたいな話が出て，だからこういう形にし

たいということがあってもしかるべきかと思ったので，この２点について発言させていただい

た。 

○議長（小田会長） 今，お二方から健康づくりの課題，喫緊の課題であるはずの支え合いのし

くみづくりがさっぱり区民の中で見えていないじゃないかと。具体的な動きが分からないじゃな

いかと。この評価と実態と，そして平成３０年度のマニフェストについては甘いところがあるの

ではないかというような趣旨のご意見である。これについてお答えいただく。 

○議長（小田会長） 今，お二方から健康づくりの課題，喫緊の課題であるはずの支え合いのし

くみづくりがさっぱり区民の中で見えていないじゃないかと。具体的な動きが分からないじゃな

いかと。この評価と実態と，そして平成３０年度のマニフェストについては甘いところがあるの

ではないかというような趣旨のご意見である。これについてお答えいただく。 

○渡辺区長 私から１点目の茶の間の数を増やせば，それで済んでいるじゃないかというよう

な，はっきり言えばそういうご質問だったかと思うが，基本的に茶の間を増やしていかないとだ

めだと思う。やはりこれは２０２５年までに地域包括ケアを構築しようというような形になって

いる。ただ，やはりそこの母体となる茶の間ができてこない限り，総合事業になかなか移行でき

ない。だから総合事業に移行するためには，地域の茶の間ができて，そこでどういうサービスが

必要かというところは皆さんで揉んでいただかないと，それで初めてそのときに２層というとこ

ろでどういうサービスが介護保険の対象にしていけばいいかというところを検討していかなけ

ればだめだということである。だから，南区みたいにこうやって地域の茶の間が１か月に１回で

も増えていくことが２０２５年問題に対して非常にいい傾向ではないかと。だから，先ほど，私

も説明した中で，総合事業に対応できるようなお茶の間が出てきそうだと申し上げたが，これが

大事である。だからそのためには天昌堂にあるモデルハウスを使ってこういう活動をしていると

いうことを見ていただきたいと思っているし，もう一つは，先ほど申し上げたように，できたこ

とによってそこで天昌堂のようなことをやっていただく。では１週間に一回やることによって，

どういうサービスがその地域に必要なのか。多分，地域によってサービスの内容はそれぞれ違っ

てくると思う。だから，その内容をしっかりとこういうサービスが必要なのだというところを皆

さんで検討いただき，その中で今度は第２層ということがいろいろな地域で，こういう課題があ



 12 

るよと，こういうサービスが必要だというところの中で，第２層のところで，南区にはこういう

サービスが必要なのだというところまで皆さんで話し合っていただければということである。答

えになっているかどうか分からないが，一応，そういった状況で私は決して，茶の間を増やすこ

とを目標にしているのではなく，そういう皆さんの意識が高まってくることが一番大事かと思っ

ている。 

○議長（小田会長） 田中課長の観点からひとつお話をいただくことと，鞠子委員からご指摘の

あった，なぜ区と本庁の中で行政の推進について乖離があるのかについてお話をいただく。 

○田中健康福祉課長 先ほど区と本庁のというところは真摯に受け止めまして，その辺とも調整

を取りながら，また皆様のほうにできるだけ情報の伝達は速やかにしていきたいと思っている。 

 大通コミュニティ協議会については思いやりネットということで，さまざまないろいろな取組

み，庭の草刈りや，先ほど言った茶の間以外でもさまざまな取組みをしていただいているという

ことは非常に感謝申し上げたいと思っている。 

 健康の話で，取組みが前と同じではないかという話しだが，やはり受診するということは，役

所がＰＲをいっぱいすれば，それだけでできるというものではなく，それこそここにお集まりの

皆様が身近な人にお声がけいただいて，それでやっとできるものだと思っている。保健会の皆様

にも，非常にご協力いただいて，一生懸命がんばっていただいているところが，ぜひ皆様のご協

力をいただきたいということと，先ほど，こういった場で知恵を出したらどうだというご意見を

いただいた。ぜひいい知恵を出していただけたら，私どもでできるところはやっていきたいと思

うし，また皆さんで自主的にできる知恵のことについては，やっていただければ受診率はアップ

するのではないかと思っているので，ぜひ皆様からもご協力いただければ，非常にありがたいと

思っている。貴重な意見，ありがとうございました。 

○議長（小田会長） 山宮委員，鞠子委員いかがか。 

○冨井委員 今，区長の話された包括で，茶の間だけではないかと。茶の間をやればというのは

分かるが，私も昨年，その件に関して鈴木さんに話したのだが，茶の間をやればというのは，最

終的に２０２５年だろうか。何件くらいあれば，思ったできる範囲にいけるのかを知りたいと思

った。 

○渡辺区長 基本的に地域がどのくらい離れているか，密着しているかというところで違ってく

ると思うが，基本的には同じ生活圏の中で，その場所だったら通える地域に一つということがや

はり必要だと思っている。だから，はっきり言うと，私どもは今，目標として７０くらいを目指

そうということで考えているが，やはり地域によってはそこの茶の間までは行けないとか，あそ

この茶の間は遠すぎるといった意見もあるので，その数はまだ精査していないが，私どもは最低，

７０くらいは必要だろうと思っているが，これからのいろいろな皆さんの意見によっては，７０

が１００なったりしてくる可能性があるが，とりあえずは通えるということが基本である。そう

いうところから数を絞り込んでいく必要があるのかと思っている。目標数値まで言えなくて申し

訳ないが，私のいる間は７０くらいを目指そうということで，一応，マニフェストにはあげてあ

る。 

○冨井委員 では７０くらいが来年度の目標だ。ということは，その後，具体的な目標が必要だ

と思うが，包括ケアとしてはどうしたらいいのか，いろいろなところにも聞いたが，北部のほう

は声かけとかいろいろと２年くらいやってきた。その後，どうすればいいか聞いたときに，まだ

分からないという答えだった。だから何をどうすればということが一つ。適切な答えが返ってこ

ない。 

○議長（小田会長） 鈴木委員からも発言いただく。山宮委員も発言されていたが２層の動きが，

市民の皆さん方の中だけではなく，だれもが見ることができない，あるいは動きが見えない，ど

ういうことをきちんと柱として，具体案のプロジェクトをどのように進めているのかと。１層，

２層も含めて現状について，少しかいつまんでお話をいただければと思う。 

○鈴木委員 支え合いのしくみづくり推進員を務めている鈴木である。今ほど，支え合いのしく

みづくり推進員の活動について，地域の皆様にはよく見えていないというご指摘をいただいた。

ごもっともなところもあるが，私は南区域の推進員として，それぞれの生活圏域が３圏域あるが，

推進員が地域に出向いていろいろな方と情報交換したり，あるいは新潟市では地域の茶の間をベ
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ースに支え合いのしくみづくりをしていこうということで，地域のお茶の間がないところはでき

るようにするにはどうしたらいいかということで，活動も進めている。そのような中で，恐らく

山宮委員のお住まいの味方，月潟圏域の活動の動きがなかなか見えてこないという中で，そのあ

たりは私たち，推進員同士で情報交換であるとか，あるいは各活動の取組みの情報交換をする中

で，どのようにやっていくかということも悩みながら，日々，取り組んでいるが，味方，月潟圏

域の推進員は，健康福祉センターのセンター長も務められているというところで，推進員と兼ね

ているところがやはり忙しいのかとは見えている。推進員の活動というところで，私たちもどの

ように地域の皆様に知っていただくかと。活動であるとか，あるいは２０２５年を目指してどの

ように取り組んでいくかということの広報をコミュニティ協議会であるとか自治会，あるいは地

域の茶の間を通じて説明もさせていただいてはいるが，まだまだ足りないということは実感して

いる。 

 南区内の介護事業所で，みなふくネットという職能の団体があるが，そちらでホームページを

立ち上げているがみなふくネットの団体のご厚意により，支え合いのしくみづくりコーナーのコ

ンテンツを設けていただき，ホームページ上で活動の情報発信をし始めたところではある。なか

なかその発信も十分にはできていないところもあるが，できるだけホームページが見られる方は

見られるが，例えば，見られない方には，どのように発信をしていくかということは，課題とし

て進めていこうかと思っている。先ほども地域の茶の間がベースで，そこから顔と顔の見える関

係づくりから支え合い，生活支援の部分につながっていけたらというのが大きな目標ではある

が，新たな組織であるとか，活動をとなると，なかなか一からというのは難しいところもあるか

と思うが，今ある社会資源，今ある例えば味方地域であれば，以前あったちょこっとボランティ

アをどのように再度，組み立ててというか，そういうところがまた取組みの一つになるのかとは

考えている。なかなか皆様方には，いろいろとご心配やら不安やらを抱かせてしまって申し訳な

いが，またこれから心して取り組んでまいりたいと考えている。後できっと青木委員からもご報

告があるかと思うが，３月の自治協議会の本会議の中で，南区として認知症の方への理解という

ことで取り組もうとお話があったところ，いろいろなところでの動きが出てきている。 

 あわせて第１部会で区バスにも取り組んでおられるかと思うが，私たち支え合いのしくみづく

り推進員もやはり移動についてのことも地域を知りながら勉強していこうという取組みで，区バ

スに乗ったりしている。その中で，また皆様方にもぜひ日ごろ車を運転されていらっしゃる方で

も乗る機会を作っていただき，地域の皆様にも声を掛け合って，いざ車の運転免許を返納すると

きが来て，慌てないためにも，一緒になって取り組んでいけたらいいのかとも考えている。すご

く雑ぱくな話で申し訳ないが，どうぞよろしくお願いする。 

○議長（小田会長） 田中課長，鞠子委員の質問に対して，本庁と区役所の齟齬改善については

真摯に受け止めて問題にあたると発言された。ぜひともそうしていただきたいと思うが，区長の

先ほどの説明の中で，支え合いの内容については，地域によってサービスの内容がおのずと違っ

てくるはずだという説明があった。毎回申し上げている。福祉と教育はすこぶるローカリティな

問題である。地域の独自性が追求され，それが完成されてこそ，私たちの要求にこたえうるもの

になる。そんな関係で，ただいまの鞠子委員の指摘のように本庁があって区が知らないというお

粗末な話ではなく，これが逆でどう主導，主唱してくるかという体制に一刻も早く行政の脱皮を

図っていただければと思う。苦言を呈しておく。 

○青木委員 小林の青木智子である。後でその他のときに皆様に報告と思ったが，今まさに出て

いる内容が，私たちが先日やったものにぴったりだったので，この場でお話ししたいと思う。 

 私，３月１９日の支え合いのしくみづくり１層の会議に皆様の代表としてこの会から出席させ

ていただいた。そして，その中で認知症サポーターの養成をぜひ地域で進めてほしいというお話

を受けて，３月２８日のこの自治協議会の席上で，皆様の地域コミュニティ協議会だとか，ある

いは出身母体の団体のほうでできるものであれば，ぜひ実施をしてみてくれということで，お話

をしたところである。私ども，小林コミュニティ協議会では，ちょうど一昨日の５月２８日（月）

にこの認知症サポーターの研修を終了した。たまたまこのお話を聞いたときに，いいね，ぜひ小

林でもやってみたいと思って，保健会会長にちょうど出会ったので，こういったことがあるのだ

がやらないかと話したら，それだったら今年度早々に予定しているということを３月の段階で分
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かった。いつも保健会の皆様が，小林地区保健会として毎年やっている研修がこのテーマを掲げ

たので，コミュニティ協議会からも各部会長だとか，構成メンバーである自治会長など大勢の賛

同をいただき，実際，集まってみたら全部で５４名の方が受講するに至った。会場へ行ってみて，

私たちのセンターはそんなに広くないが，５４名の受講する皆様，教えてくださるほうのメンバ

ー，キャラバンメイトの皆様で会場は熱気ですごかったが，こうやって地域のみんなでコミュニ

ティ協議会や保健会とか，日ごろのつながりを活かして声をかけると，こんなにも皆さん，大勢

受けてくださったということで，またここからどう進めていくかということにもつながる場にも

なったと思うので，ぜひ皆様のコミュニティ協議会，帰られた出身母体でぜひとも続けていただ

ければいいと思った。以上，報告である。 

○議長（小田会長） ほかに区長マニフェストの報告評価について，平成３０年度のマニフェス

トについてご意見のある方，発言をいただく。 

○早見委員 一般公募の早見である。 

 自分が携わっているので子育てに関してなのだが，南区は新潟市の中でも，子育てがしやすい

のかどうなのかよく分からないところがあり，というのも，今，子育てサポーターの方がいろい

ろなところで南区は活動されているが，ほかの区だと拠点があって，そこにいつでもママが来ら

れる子育て支援施設が各区に一つは存在している。それができる理由というのが児童虐待であっ

たりで，できてきたと思うが，南区の場合，ほかの区に比べると，その辺，貧困だとか，児童虐

待だったり，母親の鬱だったりに対して，それほど支援施設の設置についての活動が見えてこな

いが，それは南区自体がそういった問題を抱えていない。子育てがしやすいまちだということな

のだろうか。 

○渡辺区長 多分，貧困の問題では，子ども食堂といったものもあると思うが，今は子ども食堂

をライオンズクラブがやっていただいているが，やはり子どもたちはあまり数が集まらない。特

に東区あたりに行くと相当大勢の方が来るが，南区の場合は，こんな言い方をしては悪いが，け

っこう家が裕福であると，私は認識している。逆にライオンズクラブがやったとしても，集まる

人はお年寄りが多いというところがある。 

 子育て関係で申し上げると，私は秋葉区在住だが，やはり南区の子育て支援は，充実している

と聞いており，わざわざ秋葉区から南区に来ている方もけっこういらっしゃると聞いているの

で，どこが不足なのかというところがもしあれば，またご指導いただければと思うが，とりあえ

ず私が聞いている範囲では，南区は充実しているほうだと聞いている。もし私が言っていること

が間違えていれば，ご指摘いただければと思う。 

○議長（小田会長） さて，時間が今，刻々と過ぎているので，今一方お願いする。 

○小林（誠）委員 臼井コミュニティ協議会の小林である。よろしくお願いする。 

 先ほどのミニドック集団健診の話しだが，お声がけするのもいいことだと思うが，やはり平成

２９年度と平成３０年度と同じことをしていれば変わらないので，それはもう少し案を出してい

ただきたいのと，私は前に言ったと思うが，同じ場所でやらないで別の場所もやったほうがいい

のではないかと昨年，お話ししているかと思うので，それも検討していただきたい。これから今

年の開催場所も決まると思うが，少し考えていただければいいかと思う。 

 私，毎回言うが，１のひととひとがふれあいのところの課題解決策に，人口減少・高齢化社会

への対策として入っているのに，前も言ったと思うが，人口減少についての打開策とか，そうい

うものについてが，区長の実施の中に入っていないということはどういうことなのか。何か引っ

かかってそれになるのか，全体的なことで人口減少の対策なのか，それを教えていただきたいの

と，先ほど言った子育て支援リーダーのスキルアップということで１名ずつ増やしていくという

ことは大変いいと思うが，それではなくて南区で子育ての広場といったものの開催の回数や場所

を明示したほうがもっといいのではないか。 

 

○議長（小田会長） 今，３点のご意見をいただいた。区長お答えいただく。 

○渡辺区長 マニフェストについては，先ほど副区長から説明があったように１年で重点的にや

る事業ということで，人口対策は１年でやれる問題ではないので，総合的に市の取組みとして，

例えば，皆さんのところに地域カルテをお配りしたり，私たちが今，やっている工業団地の誘致
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とか，そういうものをあわせて総合的にやっていかなければならないというところがあるので，

あえて全体のマニフェストではなくて，区づくり事業やビジョンの事業については，そういうも

のが入っているが，とりあえず重点的にやる部分については，その中に入っていない。ただ，こ

れはどうしてもやっていかなければならない事業なので，私が常にここでいろいろな説明をさせ

てもらうが，今回もいろいろな基盤整備の関係をあわせてやっていかなければならないと思って

いるので，あえて今回は入れていないが，もし単年度でできることでマニフェストに上げること

は何がいいのかというところもあわせて，またそういうご指摘があったので，単年度でできる人

口対策というものがもしできることがあれば，これから記載していきたいと思っている。 

○議長（小田会長） まだまだご意見，発言がおありかと思う。ぜひとも冒頭申し上げたように，

各コミュニティの代表はもちろんのこと，さまざまなこの四つの部門にかかわる団体の委員がこ

の自治協議会を構成しているので，ぜひとも来月以降の部会で，各部会長，必ずマニフェストに

ついての評価，ご意見を聞く時間も設けるはずなので，今日のこの会議が最終ではなくて，常に

このことを繰り返して積み重ね，そして第２期目の達成の年であるこの平成３０年度が，すべて

の目標が達成できるように，区民の体感としても，ああよくやったと思えるような区づくりにし

ていきたいと思っている。今後の部会でのご意見の拝聴に移したいと思う。 

 

４ 報告・連絡事項 

（１） 南区区ビジョンまちづくり計画第２次実施計画の平成２９年度進捗状況について 

○議長（小田会長） 次第第４（１）南区区ビジョンまちづくり計画第２次実施計画の平成２９

年度進捗状況について同じく地域総務課から説明いただく。 

○高野副区長 南区区ビジョンまちづくり計画第２次実施計画の平成２９年度進捗状況につい

てご報告する。はじめに資料３「区ビジョンＰＤＣＡサイクルイメージ」をご覧いただきたい。

南区の区長マニフェストについては，区の自己評価に対し，自治協議会からご意見をいただくと

いうご説明をしたが，こちらについては自治協議会と区ビジョンまちづくり計画の関係を分かっ

ていただくため，より分かりやすく説明するためにイメージで示したものである。 

 区ビジョンに掲げるすべての事業においては，ご覧のとおりＰＤＣＡサイクルにより効率性，

効果性を重視し，最適化に努めているものである。行政経営は区民の皆様の参加，協働なくして

は成り立たない。このことから今後も区ビジョンまちづくり計画においては，ＰＤＣＡサイクル

を循環させて，事業実施，目的達成に向け取り組んでいく。今回は，平成２９年度から平成３０

年度までの２か年の実施計画における進捗状況についてご報告するものである。 

 平成２９年度の進捗状況である。まちづくり計画は，区自治協議会の皆様からご意見をいただ

きながら策定したものであり，計画期間は平成２７年から平成３４年の８年間。そのうち，実施

計画を２年ごとに作成することになっている。こちらは平成２９年度の進捗状況で，平成２９年

度の取組みについて施策体系別に達成状況を一覧にしたものである。なお，個々の事業について

は，次のページ以降に記載しているが，個別の説明については時間の都合により割愛させていた

だく。 

 取組み内容数は全部で１３１件あった。評価結果としては，達成が１１４件で全体の８７．０

パーセント，おおむね達成は１６件で１２．２パーセント，未達成は１件で０．８パーセントだ

った。未達成はミニドックである。 

 この評価結果を加え，達成，おおむね達成が９９．２パーセントであることから，平成２９年

度のまちづくり計画については，おおむね達成できたのではないかと評価している。なお，今年

度は，２次実計の最終年度となることから，平成３１年度からの第３次実施計画の策定に取り組

んでいく。その際は引き続き，皆様からご意見，ご提案をいただきながら，区の目指すべき将来

像の実現に向けて取組みを進めていく予定である。 

○議長（小田会長） 平成２９年度の南区ビジョンまちづくり計画第２次実施計画の進捗状況に

ついて，おおむね達成できたのではないかという内部評価の報告をいただいた。これについて，

皆さん方のご意見をちょうだいする。なお，資料３にサイクルイメージ図が掲げられている。昨

年度までの議論の中で，なかなか分かりにくかったことを皆さん方のご意見と区の皆さん方の努

力で，こういうイメージ図を作成していただいた。随分ご理解いただきやすくなったものだと思
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っている。ＰＬＡＮ，ＤＯ，ＣＨＥＣＫ，ＡＣＴＩＯＮの四つをその中で自治協議会がどうかか

わってどう協働していくのか。これが一目瞭然で分かるようになった。事務局の努力に感謝する。 

 それでは，ただいまの質問についてご意見をお持ちの方，発言いただきたい。１３１項目につ

いて評価の報告をいただいている。ないようだ。これも今日の全体の中のご意見，あるいは質疑

の交換だけではなく，積極的に各部会の中でも交わしていただければと思うので，部会長の取り

計らいをよろしくお願いする。 

 

（２） 部会報告 

○議長（小田会長） 次第第４（２）部会報告について，部会の検討状況を各部会長から報告し

ていただく。はじめに第１部会の本間智美委員から報告をいただく。 

○本間委員 第１部会の報告をさせていただく。平成３０年５月１６日に第２回を開催した。会

議の内容と協議結果もあわせてご報告する。区自治協議会のあり方について意見交換をした。内

容については，コミュニティ協議会の役割，そして自治協議会の役割を整理する必要があるとい

うことで，それらの内容を広報部会後の部会長会議で話した。 

 南区の公共交通の実績の報告についてだが，平成２９年度の公共交通利用実績の報告を行っ

た。次回の部会で利用者の増加に向けた分析及び第１部会で行う提案事業について検討する。具

体的内容については，ぐるりん号に関しては白根高校生の利用状況を確認すること。区バスに関

しては，小中高の乗車に関しては，何か手だてを打つことはできないので，大人の乗車率をいか

に増やしていくかということを中心に話をした。 

○議長（小田会長） 続いて，第２部会の田中容子委員，お願いする。 

○田中委員 第２回第２部会は，５月１０日に開催した。会議内容として，区自治協議会のあり

方検討委員会報告書について，家族ふれ愛映画上映会について，出会いの場づくり事業について

である。 

 協議結果として，区自治協議会のあり方について意見交換した。家族ふれ愛事業，映画上映会

の上映作品について検討し，次回の部会で正式に決定することとなった。出会いの場づくり事業

については，１１月下旬から１２月上旬の土曜日か日曜日に開催し，対象年齢や内容については，

昨年と同様とすることを確認した。今年度よりカップルになった方たちの経過も知ることができ

ればよいと思っている。 

○議長（小田会長） 第３部会の小林誠委員からご報告をいただく。 

○小林（誠）委員 第３部会は５月８日に開催した。会議内容として，区自治協議会のあり方検

討委員会報告について，第３部会の提案事業について協議した。 

 協議結果として，区自治協議会のあり方について意見交換した。平成３０年度の第３部会で行

う提案事業について検討した。１として，ファミリーダンスについては７月７日（土）に白根児

童センターで開催することになった。また，観光案内看板は，今回は白根学習館に設置すること

とする方向とした。もう一点，白根小唄・白根凧音頭のＤＶＤの作成事業についても検討してい

くことで確認した。 

○議長（小田会長） 最後に広報部会長の青木智子委員から報告いただく。 

○青木委員 広報部会を５月２３日に開催した。南区自治協議会だより第１２号について，記事

の内容を話し合った。７月１５日に発行することにしている。表面には平成３０年度部会の事業

計画を載せたいと思う。南区まちづくり活動サポート事業の決定報告，３月に実施した親子で楽

しむハッピーライブの開催報告，観光案内看板の設置報告などを表面に。裏面には南区地域情報

発信として，白根コミュニティ協議会の北風（しもかぜ）まつりの報告，区バスが新しくなった

こと。高校生の利用者インタビューなどを載せる予定にしている。また，この号から区バスの協

賛広告が入ることになった。 

○議長（小田会長） 今，四つの部会から報告をいただいた。所属外の部会の動きは関心のある

ところかと思うので，質問のおありの方，発言をいただく。ないようである。重ねて申し上げる

が，部会だと比較的少人数での協議になる。先ほどのテーマである区の動きについて，区長のマ

ニフェストやまちづくりビジョンについて，ぜひとも少人数の部会での議論に熱をかけていただ

きたいと思う。部会長の取り計らいをよろしくお願いする。 
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（３） 「南区まちづくり活動サポート事業」の実施事業について 

○議長（小田会長） 今，広報部会長の青木智子委員からも話が出た。次第４（３）は，「南区

まちづくり活動サポート事業」の実施事業について，事務局から説明をいただく。 

○高野副区長 地域総務課である。 

 南区まちづくり活動サポート事業の実施状況について説明する。資料５をご覧いただきたい。 

 平成３０年度「南区まちづくり活動サポート事業」については，本年３月１日から４月２６日

までの間募集を行い，１０団体から１１事業のご提案をいただいた。審査は書類審査による一次

審査，プレゼンテーションによる二次審査により行った。両審査とも地域の課題解決性，実現性，

継続性，この三つの審査項目に基づき，一次審査を通過した６事業を対象に二次審査を行い，記

載の４事業を採択した。右側に記載のある委託料の額については，サポート事業の予算額１５０

万円に合わせて，採択事業一律で調整させていただいたものである。今後は，来年３月２０日ま

でに事業を実施していただき，同月開催の自治協議会で結果報告を予定している。 

○議長（小田会長） 今，地域総務課から南区まちづくり活動サポート事業について報告をいた

だいた。皆さん方からの質問，ご意見をちょうだいする。ないようである。大変熱心にこの事業

に取り組んでいただき，各コミュニティ及び各まちづくりに意欲をお持ちの市民の皆さんが多い

ことには，私自身驚いたし，大変嬉しいことであった。しかもプレゼンテーションについては，

地域のメンバーの皆さん方が力を合わせて資料を作成し，計画を精査し，そして立派な発表で，

初めての経験であったにもかかわらず，素晴らしいプレゼンテーションをしていただいた。ぜひ

とも，この事業の成果を期待しているし，３月の実績発表会をまたこの本会議でいただくわけだ

が，期待を申し上げているところである。とりわけ発言がないようなので次に移る。 

 

（４） まちづくりトーク in南区の開催について（地域総務課） 

○議長（小田会長） 次第第４（４）まちづくりトークｉｎ南区の開催について，地域総務課か

ら説明をいただく。 

○高野副区長 まちづくりトークｉｎ南区の開催についてご連絡する。区民の皆様と市長が意見

交換を行うまちづくりトークｉｎ南区。例年，この時期に行っているまちづくりトークは今年も

全８区で６月に開催する。資料６の２日程をご覧いただきたい。南区は４番目にあるが，６月１

３日（水）午後７時から午後８時半まで，会場は白根学習館ラスペックホールである。冒頭，市

長と区長から平成３０年度の本市の取組みについて説明を行ったのち，市長と区民の皆様と意見

交換を行う。市政について，区民の皆様と市長が直接語り合う機会となる。事前申込み不要であ

る。ぜひ多くの方からお越しいただきたいと考えている，よろしくお願いする。 

○議長（小田会長） 市長とのまちづくりトークについて説明をいただいた。今年は会場がラス

ペックホールに変更になっている。昨年から見ると利便性も確保されたように思うが，ご意見が

ある方はどうぞ発言いただきたい。 

○斎藤委員 毎年，このまちづくりトークｉｎ南区が開催されるたびに出ているが，一問一答方

式なのか。 

○高野副区長 先ほど説明したように，最初に市長，区長から取組みを説明して，後は参加者の

方との意見交換という形になる。 

○斎藤委員 意見交換のとき，一問一答で終わりなのか。 

○高野副区長 ご質問の趣旨は，お一人が１回ということでよろしいか。 

○斎藤委員 １回ということで，１回質問したら市長が答弁する。それについて，また反論があ

るわけだ。そういうことは許されるのかどうか。市長の答えについて，それは違うだろうと意見

を言うことはできるのか。 

○高野副区長 できるかと思う。今までなかったのだろうか。 

○斎藤委員 今までだめだった。聞いたら，収拾がつかなくなるので，市長に質問した後，答弁

して，それで反論すると，その会場の収拾がつかなくなるので，一問一答で反論はなしだった。 

○高野副区長 確認する。 

○斎藤委員 ほかの委員の方が出ていらっしゃらなくて，参考までに聞いたほうがいいかと。 
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○高野副区長 お調べして，やり方についてはまた回答する。 

○議長（小田会長） 今の斎藤委員の経験につき，お分かりの方がいたらどうぞ。今までのパタ

ーンだと意見をお持ちの方が制限時間内で発言されて，そのことについて，少し市長のお答えは

長いのだが，一回，お答えになって，その問題はたしかおしまいだった。それが規制をされたの

かどうかについては，斎藤委員は直接お聞きになったのだろう。なお，高野課長，この点につい

て確認しておいていただきたい。 

○高野副区長 今，確認中である。すぐ分かる。 

○議長（小田会長） では，斎藤委員お待ちいただきたい。ほかにどうぞ。 

 まちづくりトークについては，これで終わらせていただく。 

 

（５） 第１回南区教育ミーティングの開催日程について（７月２５日（水）） 

（教育支援センター） 

○議長（小田会長） 続いて，第１回南区教育ミーティングの開催日程についてが，すでに７月

２５日で先回，報告をいただいている。細部について，教育センターから報告いただく。 

○長谷部南区教育支援センター所長 資料は特にない。口頭で連絡させていただく。今年度の第

１回南区教育ミーティングの日時が決定した。７月２５日（水）である。時間は午後１時３０分

から２時４５分の予定である。場所はここ南区役所４階講堂である。当日は，教育ミーティング

終了後，引き続き午後３時から第４回南区自治協議会となる。なお，４月の自治協議会でお話し

させていただいたように，１回目の区教育ミーティングは，新潟市教育委員会より今年度の施策

についての説明及びそれに対する質疑応答の全体会形式となる。第２回目の区教育ミーティング

は，昨年と同様に第２部会で行う。日時が決定したら改めて連絡させていただく。なお，第１回

の南区教育ミーティングのご案内文書については，次回の第３回自治協議会のときに配付させて

いただく。以上だが，よろしくお願いする。 

○議長（小田会長） 昨年と同じスタイルでの南区教育ミーティングの実施内容について，お話

をいただいた。これについて，ご意見をお持ちの方，発言をいただく。ないようなので会議を進

める。 

 

（６） 白根大凧合戦の開催について（産業振興課） 

○議長（小田会長） 次第４（６）白根大凧合戦の開催について，産業振興課長お願いする。 

○金澤産業振興課長 いよいよ来週に迫った白根大凧合戦のご案内をさせていただく。お手元に

お配りしたパンフレットを見ながら説明する。開催日は、６月７日（木）から翌週の１１日（月）

までとなっている。今年の見所は、大凧組の桜蝶組が２年連続優勝したものを昨年，弁慶組が破

ったことで，弁慶組の連覇となるか。果たしてほかの組の巻き返しになるかというところが見所

の一つとなっている。また，巻凧組に関しては，一心会が今，２年連続優勝している。もう１年

優勝すると３連覇ということになるので，そこが一つの見所である。 

 若干変更した部分があるのでご説明させていただく。有料観覧席に関しては，昨年と同様，１

席５００円で，今，受付をしている。今日現在，土日はすでに約７割から８割売れており，残り

少ない状況となっている。若干予算の関係もあり，有料座席のＡ座席の定員を１４０から１０５

に減らして７割，８割売れているという状況になっている。 

 もう一つは，川に６隻の観覧船を浮かべていたが，それも４隻に減らすということと，今まで

無料で見ていただいていたが，若干協力金をいただきたいということで高校生以上は１００円と

変更になった。なかなか厳しい財政の中でさせていただくが，一度，トライさせていただきたい

と思っている。 

 １ページ捲っていただくと，無料シャトルバスの経路が書いてある。これは昨年と同様になっ

ている。無料シャトルバスなので無料では乗れるが，４つの地点，東側のＪＡみらい本店，しろ

ね大凧と歴史の館，西側は味方出張所，千日工業団地前という停留所に募金箱を用意している。

できるだけご協力いただきたいということで，ワンコイン程度をお願いしている。 

 その次のページは協賛と戦い方やルールの説明になっているが，一番後ろのページを見ていた

だくと，凧合戦は７日からではあるが，５日からすでにプレイベントがある。５日の北風まつり
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は，北條医院の交差点で，夜９時から月潟太鼓を皮切りにいろいろな太鼓，踊りなどを見ていた

だく。翌日６日の子ども大凧合戦大会は，白根，味方，月潟，白根凧合戦協会，公民館の皆様が

主催で，子どもたちに凧揚げをしていただく。これは同じ凧合戦会場になるので，ぜひご参加い

ただきたい。 

 翌日７日は，開戦式の前にパレードが行われる。白根商店街の前をパレードさせていただくが，

１２時半スタートになる。昨年，一昨年とＮＧＴ４８のメンバーをお呼びしたが，今年は観光親

善大使をお呼びして先頭を歩いていただくよう変更させていただいている。その後，開戦式が１

時半から行われ，２時からいよいよ合戦スタートとなっている。 

 今年，若干変わったのが，左側の一番下に，第１回みなみマルシェ～シロネラコッテ～という

名称で，先ほど説明のあった南区創生会議のメンバーが中心になってマルシェを開く。リオンド

ール前の通りを使って，約１８店を予定している。いろいろなお店が出ているので，１０日（日）

は非常に賑やかになる。ぜひとも皆様のご参加をお願いしたい。 

 当日は，県知事選挙と重なっており，白根地域生活センター，西白根公民館，七穂公民館の３

か所が投票所にあたっている。各組それぞれが凧を置いたり，準備をする場所にもなっているが，

私どもも，把握しているので，ここで動線がぶつからないように，十分準備させていただくので，

よろしくお願いする。また，この翌週には，新飯田のお祭りが，さらに次の週には，月潟まつり

が行われ，祭りが続く。そういう意味でいうといろいろな祭り，地域の祭りを見ていただきたい

ということと，皆様の地域のお祭り，どんなお祭りでも我々は広報させていただくので，ご連絡

いただければ何かのお役に立てるかと思う。ぜひともご連絡いただきたいということで，あわせ

てご報告させていただく。よろしくお願いする。 

○議長（小田会長） 先回，笹川委員から味方の投票所会場と凧メンバーとの混乱についてのご

意見をいただいた。今，課長から動線が一致しないようにというご答弁をいただいたが，地元の

中では，皆さん方，よくご理解いただいているだろうか。 

○笹川委員 県知事選の投票所があそこになると言われ，味方の凧合戦協会の方が困っていらっ

しゃるというときに，私は伺った。投票所が前日から準備で入れないということでいたが，私は

前回，ここでご質問申し上げたときにすぐお答えをいただき，ここはきちんと円滑に行われるよ

うに，利用して大丈夫だというお答えをいただいたので，前回の会議の後は安心していた。役員

の皆さんも大変ほっしたことと思う。ご配慮，ありがとうございました。 

○議長（小田会長） ほかにご意見お持ちの方。 

○渋川委員 今，シャトルバスの話が出たのだが，昨年は車イスの人も利用できるということで，

ノンステップバスやワンステップバスが一つ出たが，今年も何日と何日に出るのだろうか。 

○金澤産業振興課長 バスは同じ形のもので運行させていただく。昨年は，土曜日，日曜日と言

っただろうか。平日を除く土日。そのとおりだと思うが，間違いがあると悪いので確認させてい

ただき，またご連絡差し上げる。 

○議長（小田会長） 昨年も渋川委員からシャトルバスの運行についてのご意見を障がい者サイ

ドからのご意見を頂戴した。ぜひお答えいただきたいと思う。 

○大那委員 凧合戦のことについて，先ほどの南区長マニフェストのときに質問したいと思った

が，時間がなかったのでお願いである。今年の観覧船が２隻少なくなったと思う。これも予算が

新潟市から３００万円近く削られた結果だと思うが，白根の大凧合戦というと，南区の一大観光

イベント。新潟市の一大観光イベントだと私は思っている。その中に，観覧船が２隻少なくなっ

たということが非常に残念でならない。正直言って，昔は堤防の法のところに埋まるくらい人が

観戦された。しかし，安全面から法面の観戦は禁止された。その代わりに観覧船などいろいろ工

夫されていたようだが，正直言って，マニフェストに出ていないが，大凧合戦の観覧者数は出て

いない。そういったことで，正直言うと，合戦している大凧合戦協会の皆さんは，堤防上にあま

り人が来ると合戦のじゃまになるから来ないほうがいいと言われているが，この大凧合戦をＰＲ

するには，やはり大凧合戦のあの雄壮な合戦を見て初めて宣伝になると思う。ただし，これは風

いかんによってだが，昨年のような結果だとＰＲ不足になるが，私が思うに，やはり合戦のあの

雄壮な素晴らしい合戦を見た。そのお客さんの話を聞くと，いやすごいものだと。私が説明する

ので，これが白根の大凧合戦で，凧揚げじゃないのだと。それぞれチームの皆さんが工夫してど
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のように合戦するかということを工夫して揚げている凧なのだと。それを見てもらいたいという

ことを私は常に思っている。ぜひとも観覧船，正直言って，大相撲の観戦が枡席で，あそこでビ

ールを飲んだり，お菓子を食べたりして観戦してられる。白根の凧合戦も，あの雄壮さの中にビ

ールを飲みながら観戦したら素晴らしいものかと思っている。有料観覧席は階段式のイスになっ

ている。ビールを飲むには雰囲気が全然違う。かといって観覧船の中では飲食を禁止されている。

そういうことの中で，私のような高齢者は昔のあの思いが頭の中から離れない。正直言って，七

十何年白根に生まれ育って，あの凧合戦になると堤防に上がって，ばかみたいになって，見て，

走ってきたわけだ。その様子が今，見られないということ。堤防上では観覧は禁止，観光客が見

られない。非常に残念である。この辺をまたひとつ何とか考えていただきたいと思っているとこ

ろだ。このような場をお借りして，大変恐縮だが，私は正直言って，大凧合戦実行委員会の副会

長ということで，なかなか質問，意見を言いにくい場所に座っているものだから，この席を借り

て，白根の大凧合戦をぜひＰＲしてもらうためにもお願いしたいと思う。 

○議長（小田会長） 区長，今の大那委員の発言についてコメントがあればどうぞ。 

○渡辺区長 今回は予算の関係で，いろいろなところで席数が少なくなったり，観覧船が少なく

なったりということだが，やはり基本的に今まで観覧席については，観覧船については無料だっ

た。協力金だったが。私は，１００円でも，２００円でもいただいて，そのいただいた中から予

算をつけて船を置くべきだと思っている。だから，何でも無料ということはやめたほうがいいの

ではないかと。いい席で見るのであれば，少しでもお金を払うということが重要ではないかと思

っている。 

 今，あそこの斜面のところに，何とか観覧席ができないかという要望も県にあげている。まだ，

なかなか県では厳しいという回答をいただいているが，引き続き，粘り強く要望していきたいと

思っている。 

○金澤産業振興課長 先ほどのノンステップバスの件だが，土日はノンステップバスが運行す

る。平日は，小型のバスになるが，乗ることは可能だと。運転士とシルバー人材センター職員が

停留所にいるので，一緒に乗っていただくことは可能だということで，いつでも乗れる。よろし

くお願いする。 

○児玉委員 今，大那委員の意見について大賛成だ。私も小学校のときから堤防を上がって見て

いたが，触って，見て，参加してというのが白根の凧合戦なので，観覧席が少なくなったのであ

れば，何とか堤防上で見られる工夫をしていただきたいと思う。というのは，合戦の綱引きをす

る場所。凧合戦協会側から綱を引いて上がって，白根側であれば上流のほうに凧を見ながら堤防

のわきを通って白根神社側には何とか歩いて来られる。だが，白根神社側から入ろうとすると，

そこでストップがかかるという形が毎年の状況である。今，腰の高さまで板を張って，走る場所

を広くしている。何とかして，通路を確保していただき，一方通行でもいいので，上流のほうに

凧を見ながら巡回して歩けるルートなどを作っていただきたい。今，お金をかけて合戦の場所を

広げてやっているので，あそこをうまく歩行者が歩いて，見ながら巡回できるような通路を設置

していただければ，観光で来ていただいた方には臨場感あふれる凧合戦をもっと身近で，見てい

ただけるのではないかということで，堤防を広げていただいたときからずっと思っていたので，

この場を借りて，堤防で降りて見られないのであれば，何とかそういうところで通行しながらで

も見ていただけるのを考えていただけないかと思っている。 

○議長（小田会長） 大変貴重なご意見をいただいている。ほかに発言があればどうぞ。一大イ

ベントの白根大凧合戦は，ぜひとも風に恵まれるようにお祈りして，この問題を閉じさせていた

だく。 

 

（７） 南区管内の主要工事について（建設課） 

○議長（小田会長） 続いて，（７）南区管内の主要工事について，建設課長から説明いただく。 

○吉田建設課長 私から，現在，南区管内で工事が進められている主要な工事について，お配り

した資料を基に説明させていただく。資料７をご覧いただきたい。ここに①から⑥まで書いてあ

る。①は国道８号バイパス，②は鯵潟・古川線，③は大通地区の国道８号の車線改良，④が小須

戸橋，⑤が高井橋，⑥が中央環状道路。この６工事について進捗状況等を報告させてもらう。 
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①国道８号白根バイパス。これは国の事業である。右下の枠の中を読ませてもらう。国道８号バ

イパスは，平成２７年３月２２日に戸頭－鯵潟の３．９キロ区間の部分供用を開始し，鯵潟－保

坂の残区間２キロについては，現在，改良・舗装の７工事が発注済みになっている。今後，電気

通信等の工事が発注される予定となっている。全線の供用開始は平成３０年度末を目指している

という国からの報告だ。バイパスの完成後は国道８号の戸頭－保坂区内約５キロは新潟市道とな

って、除雪や道路補修、ポプラ並木や横断歩道橋の管理は南区建設課で行うことになっている。

また，ここでひとつ，横断歩道の撤去の動きを報告したいと思う。現在，国と南区建設課では，

国道の引継ぎの準備をしている。その中で，横断歩道橋は白根小学校前としまむら前に２橋架か

っている。小学校前は通学路で多くの利用者がいるということで，そのまま残すが，しまむら前

のところは利用者が少ないこと。小学校，中学校の通学路にも指定されていない。相当傷みが激

しく維持管理をするのに相当の費用が見込まれるということで，国とも協議，また関係する南新

町，砂押自治会とも相談した。白根小学校，第一中学校とも相談させてもらい，今，撤去をする

方向で国とは調整し今年度中に撤去する予定になっている。 

 続いて，鯵潟・古川線である。真ん中に黄色い線が国道８号バイパスだ。そこから直角に折れ

て左側，青い道路が今のマツモトキヨシに向かっていく市道だが，今，こういう状況で直角に折

れている。今後，この右側，赤に塗られている部分，鯵潟・古川線６０５メートルだが，古川地

内の４６０号線に取りつけるという計画があり，現在，道路と橋梁の詳細設計に入っている。詳

細設計がある程度，固まった時点で，今年度用地測量に入る予定になっている。ここは４６０号

の渋滞緩和のためにも，南区としては一番の重要路線として考えているので，工事を担当してい

る西部地域土木事務所にも働きかけ早期の供用開始を目指していきたいと思う。あわせて真ん中

に赤丸をつけている。ここに４６０号から東町に入っていく交差点がある。東町に入る車があっ

て渋滞を一層大きくしているという現状がある。今，ここをどのように改良できるかというとこ

ろで，設計の委託を出している。今後，この結果がまとまり次第，建設課としてどのような渋滞

対策ができるかというところを検討していく予定。国道バイパスも一部使用しなければならない

状況なので，国とも協議しながら進めていく。 

 次に，国道８号車線改良。図面の赤で示されている部分，下塩俵交差点から北部工業団地上塩

俵交差点までの約２．７キロは，慢性的な渋滞で，交通事故の多発地区になっている。平成２７

年１１月に大通コミュニティ協議会から国に対して車線改良の要望書が提出され，それを受けて

国は左側にある事業区間０．８キロが，事業化されて今，車線改良の工事実施に向けて国，地元，

新潟市建設課も含めて調整が行われているところである。今の状況は，その枠に書いてあるとこ

ろで，から４車線の形で簡易設計を作っていただき，これを基に先般４月２６日に第３回の考え

る会を開催したところだ。第３回を開催した中では，企業の方，地権者の方も多く参加していた

だき，いろいろな意見をもらった。その中でも大きな反対はなかった。逆に早く事業を進めてく

れという声が大きかったものだから，先般，この内容について，新潟国道事務所に出かけ，積極

的に工事を進めてもらいたいという旨を伝えてきた。ここは渋滞に伴って，バスの定時制が保た

れないという，軌道系のない南区にとっても大事な課題になっているので，積極的に国に働きか

けていきたい。 

 ④小須戸橋である。小須戸橋は皆さんご承知のとおり，もぐり橋ということで，信濃川の洪水

のときには通れない状態になっている。また小須戸橋の右岸側，小須戸のまちのところは，橋の

関係で堤防が低くなっている。平成２３年には，ここに土のうを積んで，川の水が越水しないよ

うに水防活動が行われた場所だ。そういう点で，小須戸橋を架け替えたいということと，国の堤

防をかさ上げしたいという思いが一致し，国と協定を結び，小須戸橋に関しては，国のほうで工

事を行うということで今，進められている。平成２９年度から地質調査や測量に入っており，昨

日，南区側のほうの地権者に対しての説明会を行ったところだ。今後，地域の方を含めて，この

事業の説明を６月中にはやりたいと計画している。まだ，完成年度ははっきりしていないが，新

潟市としても堤防が切れているところをつなぐこと，またもぐり橋を解消するということで，こ

れも国から事業の進捗を図ってもらいたいと考えている。 

 ⑤高井橋である。高井橋は見てのとおりほとんど橋はできあがっている。ただ，味方側のほう

は堤防が低くなっていて，今，堤防の上に橋が乗っている感じになっている。今年度この堤防を
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かさ上げして，橋と同じ高さに盛るという工事を西部地域土木事務所で計画している。堤防の道

路の交通止めが発生する。まだ具体的な期間は決まっていないが，業者が決定次第，また地域の

方とも相談しながら，工法について検討していきたいと。通行止めになるのであれば，早めに地

域の方に下ろしていきたい。この橋の完成だが，おおむね２年後くらいを目標に進めているとこ

ろだ。 

 最後に，新潟中央環状道路。新潟中央環状道路は起点が北区の島見，東港の工業団地から西蒲

区の角田浜を結ぶ全体で約４５キロの道路だ。図面でこの線が赤やグレーや黒で示されている

が，左側に黒が供用済み，通行できるところ。赤が今，工事中のところ。グレーが現道を利用し

て，そのまま中央環状と読み替えるという形で今，工事が進められているところである。南区に

関連するところは，上に赤枠を囲っている。⑦信濃川渡河工区から⑩中ノ口工区となる。現在，

⑩中ノ口工区の味方の広域農道から中ノ口川の左岸側の堤防のところは完成して供用されてい

る。その先，川に架かっている（仮称）中ノ口川橋だが，ここもほとんど完成しており，その下

の松橋地区に降りて，盛土をして工事を進めているところだ。ここから，国道８号までを優先的

に工事を進めているところで，国道８号，ダイニチの交差点から根岸・大通工区，⑧大郷・鷲巻

工区，⑦信濃川渡河工区といって信濃川に架かる橋の工事だが，この部分を今，用地買収が終わ

った箇所は盛土を行っている。橋に関しては，もちろんまだ形は見えないが，河川敷の占用地解

除はある程度終わったと報告を受けている。特に南区としては，⑩の中ノ口工区，広域農道から

８号線ダイニチの前まで。あわせて，西区の⑪黒埼工区，この⑩，⑪，スマートインターから８

号のダイニチの前にぶつかる路線を優先的に行ってもらいたいと働きかけているところだ。新潟

市は工業用地確保ということで，現在，新潟市内で八つの工業団地の開発を手がけはじめている。

その中で特にダイニチの前の工業団地を優先的に進めたいという意向で，目標としては来年度か

ら造成を始められるという形で，今，南区では準備を進めているところである。を優先的に供用

開始に持っていってもらうということは，企業立地を進めるうえでも有効になると考えているの

で，この工事を働きかけているところだ。六つの説明は以上である。 

○議長（小田会長） 今，南区に予定されている主要工事について，建設課長からお話しいただ

いた。お聞きになりたい点があればご発言をいただきたい。ないようなので，これを閉じさせて

いただく。 

 

（８） その他 

○議長（小田会長） 続いて，その他に移る。先ほど，斎藤委員から発言があった市長とのトー

クについての一問一答の形式がどのようになるのかという質問があったので，そのお返事をいた

だきたいと思う。 

○高野副区長 本庁の広聴相談課に確認したところ，一律のルールがあり，お一人様１回に限り

一つの項目に絞って，何々について３分以内にご発言くれということでお願いしているとのこと

である。結果，やり取りの中で再質問はない。最初に発言した方が，また何人かの発言者の後に，

またもう一回，発言することはできないという意味合いでお願いしているということだった。 

○斎藤委員 そういうルールであると，ルールに従うしかない。 

○議長（小田会長） よろしいか。ほかに皆さん方のほうからその他，発言事項があればどうぞ。 

○児玉委員 今までの件にはあまり該当しないが，前回の衆議院議員選挙のときにお願い申し上

げたが，今回は県知事選挙が６月１０日にあるが，南区の各投票所において，入り方が違うと。

白根地域生活センターは土足で入っていって投票して帰ってこられる。私の両親が住んでいると

ころの投票所は諏訪木保育園で靴を脱いで投票して，靴を履いて出てくるという形になってい

る。前回，説明されたときは予算があって，予算の関係でそういう形になっているということだ

が，何せ保育園に連れていくと砂場があって，よたよたと歩いて，階段を上がって，さて靴を履

き替えさせようと思ったら手すりもない。触るところもないということで，履き替えさせるのに

すごく苦労しているのが実情で，私だけではないかと思う。ほかの年寄りを連れていく場合は。

斜路はあるが，一番奥のほうにあるので，歩けない年寄りが砂場を通って奥まで回るというのは

特に酷なことなので，何とか手を引いて階段を上げさせるというのが実情だったので，できれば

バリアフリーで靴を履き替えないようにして投票させていただければと思って，シートを敷いて
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いただくなり，板を敷いていただければ済むのではないかと思うが，またよろしくお願いしたい

と思って発言させてもらった。 

○議長（小田会長） 大事なことである。高野課長，これについてコメントはあるか。 

○高野副区長 投票所については，バリアフリー化は大事だと思っている。土足マットについて

は，要望として市の選管に言って，用意できれば対応することは可能かと思うが，従事する職員

からもそういった改善の項目を聞き，改めて市の選管に要望していきたいと思っているし，動線

については工夫できるところがあれば，何とかできる部分をやっていきたいと思っている。 

○議長（小田会長） 児玉委員がご指摘のように，たかが靴を履くことであるが，お年を召して

くると靴を立ったまま履くということは，非常に難しい行為になる。ぜひご配慮いただければと

思う。ほかにどうぞ。 

○本間委員 終わりの時間に申し訳ない。１分だけお時間いただきたい。 

 月潟まつりに合わせて，月潟アートプロジェクトの写真展を行う予定にしている。角兵衛獅子

の古い写真だとか，料亭がたくさん建ち並んでいたかつての花街だったころの月潟の風景をたく

さん見ることができる。旧料亭の木村屋で展示をする予定にしている。この地図の中の角兵衛地

蔵尊から歩いて二，三分のところに，ちょうど商店街の中にある。水と土の芸術祭の旗がたなび

いているので，すぐ分かるかと思う。ぜひ２３，２４日に足を運んでいただければと思う。そこ

からすぐ近いところに，先ほど，区長からもお話のあった元映画館もある。月潟村には映画館が

一つ。そして白根には映画館が二つあったと聞いている。そんな当時の思い出もきっと皆さんに

とっては懐かしいかと思うので，ぜひお待ちしているので，よろしくお願いする。 

○議長（小田会長） ほかに発言なさりたい方はどうぞ。ないようなので次の議題に進める。 

 

 

５ 次回全体会の日程について 

平成３０年６月２７日（水）午後２時から 南区役所４階講堂 

 

６ 閉会 

○議長（小田会長） 少し予定の時間をオーバーしてしまった。以上で，第２回南区自治協議会

の定例会を終了する。ご協力ありがとうございました。 

 


